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船舶事故調査報告書 

 

                               令和５年８月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和４年７月３日 ００時００分ごろ 

発生場所 鳥取県米子市皆生
か い け

漁港 

皆生港北防波堤灯台から真方位１１２°１５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°２７.８′ 東経１３３°２０.４′） 

事故の概要 プレジャーボート三
さん

福
ぷく

丸は、南進して帰航中、消波ブロックに乗り

揚げた。 

三福丸は、船長が負傷し、船底外板に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年８月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート 三福丸、０.６トン 

 ＴＴ３－７２１６（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.２８ｍ（Lr）×１.８９ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、４７.８kＷ、昭和６０年１１月２５日 

 第２７２－２２０９０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長（大韓民国籍） ６８歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  平成２４年１０月１６日 

  免許証交付日 令和２年５月７日 

         （令和４年１０月１５日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 船底外板に亀裂、プロペラ翼に欠損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時、潮高 約１１cm（境港） 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、島根県松江市地蔵
じ ぞ う

埼東方沖で釣り

を終え、令和４年７月２日２３時３０分ごろ皆生漁港へ向けて帰航を

開始した。 

船長は、操舵区画の操縦席に腰を掛け、手動操舵で約１５ノット

（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南進し、皆生漁港北方約２

海里沖で、皆生港北防波堤灯台の灯光を視認した。 

 船長は、魚群探知機の地図画面を見ながら航行を続け、入港の目安
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とする目的で魚群探知機に入力している皆生漁港北方約５００ｍ沖の

ポイント（以下「入港ポイント」という。）を画面上に確認し、約５

kn に減速した。 

船長は、皆生港北防波堤灯台の灯光を目標にして港口に向かおうと

したが、船首方に見当たらず、同灯光を探しながら航行中、７月３日

００時００分ごろ衝撃を受けて、操舵区画に身体をぶつけ、本船が皆

生漁港の港口から南東方に伸びる北防波堤北面の消波ブロックに乗り

揚げたことに気付いた。 

船長は、本事故の発生を１１８番通報し、救急車で米子市内の病院

に搬送され、下顎骨骨折及び左膝関節打撲傷等と診断された。 

本船は、知人の船により、皆生漁港内の係留場所までえい
．．

航され

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の魚群探知機は、自船の振動子で得た地形を読み込み、白地図

上に、自船が航行した範囲の等深線を描画する機能があったが、地図

画面に、海岸線や防波堤等の陸上の地形は、表示されないものであっ

た。 

船長は、魚群探知機の地図画面に釣り場のポイント等を入力してお

り、ふだんＧＰＳと連動して表示された自船とポイントとの相対位置

を目安に航行していた。 

 船長は、ふだん帰航する際、魚群探知機を１km 前方まで確認できる

表示とし、魚群探知機の画面で入港ポイントが確認できたところで、

約５kn に減速し、皆生港北防波堤灯台の灯光を目標として、北西方に

開いた港口から入港していた。 

船長は、ふだんどおり皆生漁港の港口に向かって航行しているつも

りだったが、気付かぬうちに、皆生漁港港口南東方の北防波堤北面の

消波ブロックに向かって航行していたのではないかと本事故後に思っ

た。 

本船は、レーダーを装備していなかった。 

船長は、本事故当時、疲労を感じていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、南進して帰航中、船長が、陸上の地形が表示されない魚群

探知機の地図画面を見ながら航行していたことから、皆生漁港港口南

東方の北防波堤北面の消波ブロックに向かって航行していることに気

付かず、同消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が南進して帰航中、船長が、陸上の地形が表

示されない魚群探知機の地図画面を見ながら航行していたため、皆生
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漁港港口南東方の北防波堤北面の消波ブロックに向かって航行してい

ることに気付かず、同消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、魚群探知機に表示される地図は、直接航海の用に供する

ためのものではないことに留意し、魚群探知機のみに意識を向け

ることなく、常時、周囲の見張りを適切に行うこと。 

・船長は、入港する際は、航海計器のみに意識を向けず、目視で操

船目標を確認すること。また、夜間、目標とする灯光を確認でき

ない場合、停船して船位を確認すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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